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平成２０年度９月補正予算案主要事項説明

建設交通部

単独公共事業執行平準化対策費事 業 名

(債務負担行為限度額）

予 算 額 新規･継続の別 継 続２，５００，０００千円

１ 趣 旨

年度当初時期の工事量の減少を緩和し、年間を通じて円滑な

工事執行を行うことにより、年間を通じた仕事の確保を図る。

２ 事業概要

債務負担行為として今年度中に事業着手することにより

① 一定の工区を完了させ、事業効果の早期発現を図る。

事業内容

② 他事業との調整を行い、コスト縮減等を図る。

目 的

対 象 ③ 河川の非出水期に施工する必要がある箇所の対策を

方法等 講じる。

（単位：百万円）

実 施 内 容 債務負担行為限度額

道路・街路事業 １，８２０

河川・砂防事業 ６８０

担当課・係名 監理課 経理担当 課・係 電話番号 075-414-5173




